
老介発第 0908003 号 

平成１７年９月８日 
 
 各都道府県介護保険主管部（局）長 殿 
 

厚生労働省老健局介護保険課長 
 （公印省略） 
 
   国民健康保険団体連合会規約例及び国民健康保険診療報酬審査委員会規 

   程例について及び国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いにつ 
   いての一部改正について 

 
 今般、平成１７年６月２９日付にて介護保険法等の一部を改正する法律（平成１７

年法律第７７号）が公布され、その一部が平成１７年１０月１日から施行されること

とされたことに伴い、国民健康保険団体連合会規約例及び国民健康保険診療報酬審査

委員会規程例について（昭和３４年１月２７日保発第６号厚生省保険局長通知）及び

国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて（昭和３９年１月２０日保

発第２号厚生省保険局長通知）の一部を下記のとおり改正し、平成１７年１０月１日

から適用することとしたので、貴管下連合会に対して、周知願いたい。 
 なお、標記については、厚生労働省保険局国民健康保険課とも協議済であること及

び当該規約例等の改正は「例」の改正であって、既に改正を行っている団体などにつ

いては、今回の改正に拘束されるものではない旨申し添えるとともに、会計の取扱い

等については、都道府県と国民健康保険団体連合会で適宜調整されたい。 
 

記 
 
１ 国民健康保険団体連合会規約例及び国民健康保険診療報酬審査委員会規程例につ

いて（昭和３４年１月２７日保発第６号）の一部改正 
 国民健康保険団体連合会規約例及び国民健康保険診療報酬審査委員会規程例につ

いて別紙１の国民健康保険団体連合会規約例の一部を次のように改正する。 
 第六条第三項第一号中「居宅介護支援サービス費及び居宅支援サービス計画費」

を「特定入所者介護サービス費、居宅支援サービス費、居宅支援サービス計画費及

び特定入所者支援サービス費」に改める。 
 
２ 国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて（昭和３９年１月２０

日保発第２号）の一部改正 



 国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについての一部を次のように改

正する。 
 別表介護保険事業関係業務特別会計（介護給付費支払勘定）歳入の表の下欄中「

２ 高額介護サービス費等受入金」の次に「３ 特定入所者介護サービス費等受入

金」を加える。 
 別表介護保険事業関係業務特別会計（介護給付費支払勘定）歳出の表の下欄中「

２ 高額介護サービス費等支出金」の次に「３ 特定入所者介護サービス費等支出

金」を加える。 
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（参考） 
国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて（昭和３９年１月２０日保発第２号） 抄 
 （傍線の部分は改正部分） 

改    正    案 現        行 
別表 
（介護給付費支払勘定） 
歳入 

款 項 目 
１ 介護給付費受入金 

（略） 

１ 介護給付費受入金 

（略） 

１ 介護給付費受入金 
２ 高額介護サービス費等

受入金 
３ 特定入所者介護サービ

ス費等受入金 
（略） 

（略） 
歳出 

款 項 目 
１ 介護給付費支出金 

（略） 

１ 介護給付費支出金 

（略） 

１ 介護給付費支出金 
２ 高額介護サービス費等

支出金 
３ 特定入所者介護サービ

ス費等支出金 
（略）  

別表 
（介護給付費支払勘定） 
歳入 

款 項 目 
１ 介護給付費受入金 

（略） 

１ 介護給付費受入金 

（略） 

１ 介護給付費受入金 
２ 高額介護サービス費等

受入金 

（略） 
（略） 
歳出 

款 項 目 
１ 介護給付費支出金 

（略） 

１ 介護給付費支出金 

（略） 

１ 介護給付費支出金 
２ 高額介護サービス費等

支出金 
 
 

（略）  
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